
今後の障害保健福祉施策について 

（改革のグランドデザイン案）

【説明資料】

平成16年1〇月12日 

厚生労働省障害保健福祉部



本案は、厚生労働省としての試案であり、今後、関係審議会の意見を聴 

き、関係機関等との調整を行い、①地域の基盤や実施体制の整備に一定 

の準備期間を要する項目と、②制度の持続可能性の確保の観点から、でき 

る限り速やかに実施すべき項目等に区分して、実施スケジュール等を整理 

するものである。

なお、精神障害固有の問題については、本案に記載するものの他、「精 

神保健医療福祉の改革ビジョン（厚生労働省精神保健福祉対策本部平成 

16年9月）」に基づき、改革を進める。

また、介護保険制度との関係については、基本的考え方、論点につい 

て、別途整理して提示する予定である。
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!改革の基本的視点

障害保健福祉の総合化

年齢や障害種別等に関わりなく、 

できるだけ身近なところで必要な 

サービスを受けながら暮らせる地 

域づくりを進める。

•市町村中心の一元的体制 

.地域福祉の実現

•給付の廈点化•公平化 

•制度の効率化・透明化

障害者が、就労を含めてその人らしく 

自立して地域で暮らし、地域社会に 

も宣献できる仕組みづくりを進める。

障害者を支える制度が、国民の信 

頼を得て安定的に運営できるよう、 

より公平で効率的な制度にする。

自立支援型

システムへの転換

•保護から自立支援へ

自己実現・社会貢献

制度の持続可能性の確保

n改革の基本的方向

7現行の制度的課題を解決する。

1市町村を中心とするサービス提供体制（市町村、都道府県、国の役割、サ-ビスの計画的な整備等） 

2効果的•効率的なサービス利用の促進（障害者相談支援体制、利用決定プロセスの透明化等） 

3公平な費用負担と配分の確保（利用者負担の見直し、国・都道府県の補助制度の見直し）

乙 祠Uこノ啤舌诽惬悒性血朿侔笊住傍栄g勺。

1障害保健福祉サービス体系の再編（給付体系等の見直し、施設•事業体系の見直し等）

2ライフステージに応じたサービス提供（雇用施策と連携した就労支援、極めて重度な障害者対応等）

3良質な精神医療の効率的な提供（精神病床の機能分化、地域医療体制の整備等）

介護保険との関係整理（別途整理）
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(1)市町村を中心とするサービス提供体制の確立

【基本的考え方】

く福祉サービス実施主体の現状〉

身体 知的 障害児 精神

在宅 市町村 市町村 市町村 市町村

施設 市町村 市町村 都道府県等 都道府県等

うち福祉工場 都道府県等 都道府県等

く在宅サービスを実際に提供した市町村数(全市町村に占める割合)〉

※身体、知的、障害児は平成16年1月、精神は平成16年3月のデータ

身体 知的 障害児 精神

ホ-厶ヘルフ°

サ-ビス

2,491

(78%)

1,706

(53%)

1,190

(37%)

1,671

(52%)

テ、イサ-ビス 1,624

/ lイn/ヽ

1,101

f n a n/ ヽ

1,456

/スc n/ヽ

け〇7〇丿

r

ショ-トスティ 967

(30%)

1,643

(51%)

1,583

(50%)

531

(17%)
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【具体的な内容】

1）福祉サービスの提供に関する事務の市町村移譲と国•都道府県による支援休制の確立

〇全し国的な障害保健福祉サービスの向一上
T制度の枠組み整備、障害保健福祉基本指針•障害保健福祉プランの策定 ヽ 

〇財政的な支援等一都道府県間の格差調整、人材育成支援等 !

〇都道府県内のサービス提供体制の計画的幣備

都
道
府
県

一都道府県障害保健福祉計画の策定

〇広域的•專門的な支援

T■障害保健福祉圏域等の広域的な住居支援、精神科救急体制整備等 

〇財政的な支援等一市町村間の格差調整、人材育成等

市
町
村

〇 福祉サービスを一元的に実施（自ら支給を決定）

（都道府県から事務移讓）

精神障書者社会復帰施設に関する事務

福祉工場（身体•知的）に関する事務

障害児施設の措置事務

〇ニーズを把握し計画的にサービスを提供（事業者を活用）

広域連合 

の活用

T市町村障害保健福祉計画の策定

障害児については、被虐待等の要保護性を有する者に係る実施主体の問題があり、概ね5年後の施行を目途に3年以内に結論を得る。

2）障害保健福祉サービスの計画的な整備手法の導入

国（障害保健福祉サービスの基盤整備に関する基本指針）
・都道府県及び市町村の指針の提示

市町村（市町村障害保健福祉計画）

・市町村内の障害者の状況とニーズの把握
・各年度に確保すべきサービスの量の目標の設定 
・サービスの見込み・確保のための方策

障害者の地域生活支援を進める観点からの市町村障害保健福祉計画の調整

都道府県（都道府県障害保健複祉計画）
•市町村のニーズの集約T■都道府県内の障害者の状況とニーズの把握 

（都道府県内のサービス格差の是正）
•必要なサービス提供体制の確保のための方策
•障害者の相談支援を担当する人材の養成研修の実施計画
•精神障害者の退院促進のための実施計画
•精神科救急体制の整備計画

※市町村と都道府県の計isは、障害者基本法に基づく障害者計画と一体のものとして策定。

このほか、次のような取り組みを進める。

〇報酬請求事務等の電算化、外部化などの障害種別を超えた効果的•効率的な事務執行体制の整備の取り組み 

〇「精神分裂病」の「統合失調症」への名称変更などの障害等に対する国民の正しい理解を深める国の取り組み
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（2）効果的・効率的なサービス利用の促進

【基本的考え方】

くホームヘルプサービスの増額の内訳〉

身体障書者

平成16年3月分事案費
61.〇 億円（+39%）

一人当たり 

金額

77千円=> 83 千円（+ 8%）

平戍15年4月分事集費
44.0億円

57千人ヨ73千人（+ 28%）
人数

知的障害者

平成15年4月分事案費
6. 0 億円 

一人当たり

金額 

22千円=> 30千円（+ 36% ）

平成16年3月分事集費
12. 3 億円（+ 105%）

------------ a 人数

27千人n41千人（+ 50%）

22千円=>37千円（+ 63% ）

人当たり 

金額

平成15年4
3- 2億円

月分辜彙費 平成

9. 7
16年3月分事業費

7 億円（+ 203%）

人数

14千人=>26千人（+ 86%）

精神障害者 |

平戒15年4月分事集費 平成16年3月分事業費
1.5億円 2. 5億円（+ 68%）

一人当たり

金額 ————!一----------------» 人数

21千円=>24千円（+14%） 7千人=10千人（+47%）
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【具体的な内容】

1）市町村を基礎とした重層的な障害者相談支援体制の確立とケアマネジメント制度の 

導入

〇 相談支援事業については、施設整備等を伴わないものを念頭に、各法律に位置付け、都道府 

県、市町村が委託できるような迭的整理を行う。（中立性に配慮）

〇 相談支援の内容等は次のようなものとする。

・ 生活全般のソーシャルワーク等の総合的なもの

・福祉サービス等の利用決定に係るもの（利用計画案の作成）

《都道府県（全域）

都道府県 
の役割

市町村の 
役割

《都道府県（障害保健福祉圈域）

《市町村（生活圈域）

〇 支援を必要とする障害耆の把握、プライマリー的な相談、事後的なモニタリング蒔を中心と 

するコミュニティーワーク機能として位置づける。

〇 専門判定機関により、障害者の状態の判断等各穫相談支援事業者のスーパーバイズを行う。 
〇 身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターの機能再編や職種の 

必置規制の見直し、判定の標準化等を実施する。

〇 市町村単位の相談支援事業者のスーパーバイズ、性宅入居支援等の広域的なサービス提供、 

危機介入等の専門性の高い案件への対応等を行う。

〇 相談支援事業者の中から、圈域の中核となる事集者となるような者に都道府県が委託。

《市町村（全域）

〇 市町村単位に相談支援機能（市町村又は民間の相談支援事業者）を確保。 
〇 実施主体である市町村の委託に基づき、事業者は、ソーシャルワーク的集務等を実施。

2）利用決定プロセスの透明化

サービス利用決定手続^

このほか、次のような取り組みを進める。

〇各サービス共通の尺度を開発して客観性のある障害程度区分を設定し、標準的な費用額を設定するなどの 

取り組み。

〇人材確保と資質の向上の取り組み。
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（3）公平な費用負担と配分の確保

【基本的考え方】

制度への信賴性の向上

制度を維持管理する仕組みの確立と客観的•合理的な基準、手続きに基づく運営

卩 一 一..... 彳
制度の公平性と持続可能性の確保

利用者の公平な負担と財政責任の確立

く障害保健福祉関係の財政構造〉

障害保健福祉部平成16年度予算総額6, 942億円（義務的経費5, 873億円、裁量的経費1,060億円、公共投資関係9億円）

利用者負担の見直しト・ /= 国•都道府県の補助制 ヽ
度の見直し ヽ

〇他制度と均衡のとれた

利用者負担の導入 〇他制度と均衡のとれた

国、都道府県の財政責任

〇受けたサービス量に応じた負 の確立

担と家計に与える影響等を勘

案した一定の負担上限 〇配分の重点の変更

（扶養義務者負担は廃止） 入所サービス中心

T自立支援サービス中心

〇入所施設と地域生活の 医療費負担の軽減措置

均衡ある負担 T地域福祉サービス確保

〇負担能力の乏しい者への 〇地域間格差を調整する

配慮 ノV 機能の付与 丿

上図には公共投資関係は含まれていない。また、（）内の数値は裁量的経費の額を示している。 

探2施設訓練等支援費に係る医療費は、医療費ではなく支援費で整理している。

手当

1,203 億

措置費

427億

（25 億）

支援費

3,473億

（619 億）

精神福祉

210憶

¢124 億）

医療費

1,040 億 |

（18億）

その他

570億

（274 億）
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1）福祉サービスに係る応益的な負担の導入

〇サービスの量に応じて負担が変わる応益的な負担を導入。扶養義務者の負担は廃止。 

〇家計に与える影響等を勘案し、一定の負担上限（毎月）を設定。

〇負担率、負担上限は、他の同様の制度等を勘案して設定（経過措置も検討）。

〇負担能力の乏しい者については低い負担上限額を設定。

2）地域生活と均衡のとれた入所施設の負担の見直し

〇入所施設利用者と地域で生活する場合の費用負担の均衡を図る。

〇 医療費、食費、日用品費は、原則自己負担。

〇個室利用（状態等から必要な者は除く）や施設が生活の場となっている場合匚は、一定の利用料を負担。
! 〇負担能力の乏しい者匸係る食費、施設利用料については、他制度との均衡を図りつつ別途配慮措置を検討。

入所施設の負担の状況 見直しの方向性1

経費の内駅 身体障害者

直接サービス費

（人件費等）

支援費 

一人平均 

306千円
/月

居住費

生活费 

食費 

日用品費

医療費（自己負担分）

:実空扭ヨこ阳醪）ね';

知的障害者

歹

実効負, 

挺寧二 

9.2%

-人 

角3] 
ヨ年吐 

カー1=

支援費

-一人平均

273チ円
/月

怎饌』

お担

X? •、

担莪

11.8%

・尹■お 
嗣我 

予皆= 

丹十

公費補助

探1~・部を更生医療でカバー 

探 2 —諏を通院公費でカバー

精神障害者

1）と同様の応益負

担の仕組みとする。

※負担能力が乏しい者の食 

費•施設利用料については配慮 

措置を検討"
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3）障害に係る公費負担医療の対象の見直し

精神障害者通院公費、更生医療及び育成医療について、医療保険制度を補完する仕組みとして、 

〇給付対象者を、①負担能力の乏しい者、②重度で継続して医療費負担の発生する者等に重点化。 

〇障害者福祉サービスや医療保険制度等と均衡のとれた応益的な負担と負担上限を導入。 

〇入院患者の食費は原則自己負担とし、負担能力のない者については、配慮措置を検討。

〇精神障害者通院公費については、他制度と同様に指定医療機関制度を導入。

障害に係る公費負担医療の給付対象者のイメージ（見直し後）

所得

①一定

④その他の者 舞,*::ゆ粽密那带・・疼？越・刼:癒靈*;？?;*曲!;諮忑ミ 鑽倉续?$

汗”鴛オ瓢せー亠二.. ”だ*、

所得以下 ぎ梦#沁鼓ら手康毬圧も浮お/冠好近冷;をぢ滝ぎ:號:が盖え浸鉤姦題は冬よビ矗冷器:ま或黑ふ

②重度かつ継続

AC..
g 嗇"汐rf     WWETX

•液;：?:*;船盟脉 ※删沁が存.w;;*・牌';まお 京?^

① 経済的理由がら、十分な治療を受けずに障害が固定化するおそれのあるグループ（継続）

② 重度で継続的に医療費負担が毎月発生し、家計に対し大きな影響を与えるグループ（継続）

③ 一定所得以上の者については、医療保険による対応とすることとし、給付の対象外

④ その他の者については、これまでの給付実績を踏まえ、受診開始から一定期間給付の対象

※医療費の大きさにより、実際に給付されない場合あり

障害に係る公費負担医療の利用者負担のイメージ（見直し後）

医療費
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4）国■都道府県の補助制度の見直し

利用者負担の見直しや制度を維持管理する仕組みの強化等と併せて、

〇国•都道府県の補助制度を義務として支弁する仕組みに改め、利用状況に応じて一律に支払う分（障害区分 

別に設定する標準的な費用に利用者数を乗じた額の一定割合を上限）と、均衡のとれた整備を促していくため 

に使用する分（調整交付金）で構成。

〇都道府県負担は、障害種別、実施主体、サービスの種類等に関わらず、統一する。

障害福祉サービスの負担構造
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2新たな障害保健福祉施策体系の構築

(1)障害保健福祉サービス体系の再編

【政策目標】

く就労支援で成功している授産施設の退所状況〉

退所者のうち就職を理由に退所する割合

1 0 0.0%

90.0%

80.0%

70.0%

60.0%

50.0%

40.0%

3 0.0%

2 0.0%

1 0.0%

〇・〇% A通所授産施設 B通所授産施設 G通所授産施設 D通所授産施設 全国平均(12J

4 1.7 % ) (59.1 % ) (41.3 % ) ( 7.1 % )

【資料出所】厚生労働省障害保健福祉部調べ口

全国平均は、社会福祉施設等調査(平成12年)

退所率 (54.8%)



【具体的な内容】

1）総合的な自立支援システムの構築

新しい給付等の体系（総合的な自立支援システム）

厂障害者介護給付—'ヽ 厂 障害者自立支援給付 ヽ

•訪問介護 

・通所介護 

-短期入所 

・重度障害者包括サ-ドネ

1 •ケア付き居住支援 J

-一H（障害者H— •自立訓練（機能、生活）

•就労移行支援

・要支援障害者雇用

•居住支援（上記付随）

L •補装具 丿

: 7

•V

皆®s3畑tai站24逐如!琢ゝ箱沁総^如沁遜緞 JjUleft ＞4- 2^ "dS" —心w十*如《比®心如4s“样gl * & »
心餅??JqJJ 汁-ZD JX, JJK. 辰

丫【基本事業】
•地域相談支援事業

•移動支援事業

"コミュニケーション支援事業

•居住支援事業

・日常生活用具給付事業

【選択事業】 

•介護型事業 

•自立支援型事業等

人材育成事業

都道府県

広域支援事業

2）障害者の施設、事集体系や設置看、事業者要件の見直し

＜見直しの方針〉

〇 「地域生活支援」、「就労支援」といった新たな課題への対応するため、自立訓練や就労移行支援 

等の地域生活への移行へ資する機能を強化するための事業を実施する。

〇入所期間の長期化など本来の施設の機能と入所者の実態の乖離を解消するため、サービス体系を 

機能に着目して再編し、効果的•効率的にサービスが提供できる体系を確立する。

く現行〉
重症心身障害児施設、

（年 齢 超 過 児）

進行性筋萎縮症療養等給付事業

［身体障害者療護施設

更生施設（身体•知的）［

厂 B中活動の場

授産施設（身体・知的・精神）

小規模授産施設（身体•知的•精神）
わ

福祉工場（身休・知的•精神）

精神障害者生活訓練施設

概
ね5
年
程
度
か
け
て
新
体
系
へ
移
行

以下からーないし複数の事業を選択

＜見直し〉

ヽ
住まいの場

ヽ

活療養事業（※门

（生活維持・向上、医療型）

生活福 祉事業

（生活維持・向上、福祉型）

自立訓練事業（通過型）

（機能訓練•生活訓練）

精神障害者地域生活支援センター

（デイサービス部分）

障害者デイサービス

就労移行支援事業（通過型）

（就労移行支援）

要支援障害者雇用事業

（就労継続支援）

デイサービス事業

地域生活支援事業）

ノ

医療施設において実施。

障害者支援施設號？）

又は

居住支援サービス 
（ケアホーム、グノレープホ 

—厶、福祉ホームの機能）

ノ

探2障害者支援施設はいずれも第1種社会福祉事業。
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多機能型のイメ ごヾ

〇人口規模の小さい市町村等での対応のため、地域特性を踏まえた柔軟な運営が可能となるよう、複数 

の機能のサービスを実施する多機能型を認める。

〇 サービスの質の確保の観点から、タイプ別に最低のユニット（定員）の基準を設けるとともに、共通のカリ 

キュラムを除き、原則としてユニット単位でサービスを提供。

既存施設

同
一
の
施
設
に
混
在
し
て
い
る

・常時保護を要する重度の障害者

•地域生活へ移行するために訓練が 

必要な者

・適切な訓練により一般企業等への就 

労移行が可能な者

---------------- 多機能型 ----------------

生活重祉事業（1ユニットあたりX人） 

職員配置ロ:1 
必要な設備等

兰業場 •休憩室等 

自立訓練事業（1ユニットあたりy人）

職員配置〇:1 
必要な設備等

・炊事、洗濯、掃除等日常生活を送るために必要な設備

.面接室

就労移行支援事業（1ユニットあたりz人）※ 

職員配置△：■!

必要な設備等

•作業場  ・休憩室等 

※利用者を就労へ移行させた実績等を要件とする。

障害者支援施設の報酬体系のイメージ

'ヽ 種類 

報酬体系 、'、

〇生活療養事業 
〇生活福祉事業

〇自立訓練事業
（機能訓練、生活訓練）

〇要支援障害者雇用事業 
〇就労移行支援事業

’ IL障害程度にみじた評価
日中活動面の評価 ［障害程度に応じた評価

ご
と
に
評
価

個
々
の
施
設

個
々
の
施
設

夜間介護面の評価 「血害程度に応じた評価I 「障害程度に応じた評趣 「障害程度に応じた評価

（:※）

居住面の評価

缺）

I 一・」!~'~~~_Iは、介護給付

いーーMコは、自立支援給付

（海）夜間介護面の評価や居住面の評価は就労移行支援事業のみ

13



居住支援サービスの再編 重度

ケアホーム（共同生活介護）

〇介護を要する知的障害者・精神障害者

〇平日の日中は外部の各種事業等を活用

〇入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活 

上の世話を提供

〇日中活動を含めた生活プログラムを策定

グループホーム（共同生活援助）

〇就労又は自立訓練、就労移行支援等を受け 

ている知的障害者•精神障害者

〇食事提供その他の日常生活上の世話を提供

福祉ホーム（住居提供）

居住サポート事業

（障害保健福祉圏域ごとに体制確保）

▲
 

個
別
給
付

支
援
事
業 

地
域
生
活
」

軽度

居住サポート事業のイメージ

•家主•障害者とも安心して入居できる環境T・地域生活の場（住まい）の確保 

•障害者の地域生活の支援T・施設から在宅への流れの促進

※地域支援事業の基本事業と位置づけ、障害保健福祉圏域ごとの相談支援事業者が実施。

相談支援事業者
（障害保健福祉圏域）

必要に応じて連携※

あっせん依頼

2 4時間 

いつでも相談※

医療機関 

障害者支援施設等

賃貸住宅等に入居する 

障害者

地域生活支援事業者の依頼を受けて 

重度障害者については、24時間体制 

でサービスを提供

このほか、次のような取り組みを進める。

〇障害者の権利擁護を推進する体制や障害者施設、事業に係る第三者評価の仕組みを計画的に進める。

〇精神障害者社会復帰施設、福祉工場（身体、知的）の報酬体系について、現行の施設単位の支払方式から 

個人単位の支払方式に見直す。

14



（2）ライフステージに応じたサービス提供

1）雇用施策と連携のとれたプログラムに基づく就労支援の実施

〇 既存の授産施設、更生施設等を、就労移行支援事業、要支援障害者雇用事業等に再編。

〇雇用施策との連携を強化することにより、障害者の意欲と能力に応じて職業生活を設計・選択できるような支援 

体制を確立。

就労支援に係るサービスマネジメント体制

離職者等・ 養護学校新卒者 施設退所者

就労移行支援事業のイメージ

•障害者ごとに支援計画を作成し、それに基づき、企業等での就労を目指した訓練を実施。

・有期限のプログラムを組み、作業訓練から就職活動まで一貫した支援を行うことにより、就労へ結びつけ 

るととともに、就職後も引き続き支援を行うことにより、定着を図る。

作業訓練機能

就労移行支援事業者

マッチング機能

作業を活動を通して就職に

I向けた訓練を実施。

〇職業準備訓練の実施

（例）

•基礎体力をつける。

・対人関係を築く。

•仕事の責任を理解する。 

〇施設外授産 

〇休験実習

企業と利用者を 

つなぐことにより 

就職に結びつけ 

る〇

〇職場開拓等の

実施

〇適性にあった

職場探しの援助

就職後の支援により 

職場定着を図る。

〇就職した障害者へ 

の助言、相談

〇就職後の事業所 

への助言、相談

個別の支援プログラムに基づき、段階に応じて支援

ヽ

※障害者就業•生活支援センターを併設することにより、より効果的な支援を実施
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2）極めて重度の障害者に対するサービスの確保

＜基本的な考え方〉

〇一定の要件を満たす者が、自立支援計画に基づき、複数のサービスを適切に確保する仕組み（必要な 

サービス提供事業者の確保•調整等を利用者が行わなくとも事業者によって行われる仕組み）。

〇緊急のニーズに際して、その都度、支給決定を経ることなく臨機応変に対応が可能となる。

〇サービスの種類や量にかかわらず、一定額の報酬を支払う仕組みとし、各種サービスの単価の設定や 

利用サービスの種類や量を自由に設定できる仕組みとする。

＜対象者のイ・ージ〉

身休:ALS等の極めて重度の障害者であって専門機関が判定した者

知的:強度行動障害のある極めて重度の障害者であって専門機関が判定した者

精神:極めて重度の障害者であって専門機関が判定した者

医
療
機
関

ネジメント機能（複数ののサービスの調 
整等）

② 24時間の連絡•対応休制

③ ̂なサービスを十分提供で^る体制 

雋提供型）

自ら必要^サービスを提供で^る

ム提供型）

サービスを提^数の事・とT-ム 
で提供輕る

単独又はむ ム 翔 ん備供

②申請

の支払い

③利用決定

談・Aビ 

スブラン作成

砂ービス提供

1※相談支援事業者が行うことも想定

重
度
障
害
者

一定のsfrs満た 市 
町 
村

事 
篥 
者

3）障害児施設、事業のサービス体系の見直し（概ね5年後施行を目途に3年以内に結論）

＜見直しの方針〉

〇 措置権については、原則として都道府県から市町村に移譲し、大人の障害者と同様の制度に改める。 

（※ 被虐待等の要保護性を有する障害児への入所について、現在、国会に法案が提出されている児童 

虐待防止対策を含む児童福祉法改正の動向を踏まえた上で、概ね5年後の施行を目途に3年間以 

内に結論を得る。）

〇さまざまな年齢や障害程度の異なる児童が混在するなど、本来の施設の機能と入所児の実態の乖離 

を解消するため、サービス体系を機能に着目して再編し、効果的•効率的にサービスが提供できる 

体系を確立する。（措置権移譲と同時期に着手）

〇 教育と連携を図りつつ「発達支援•育児支援システム」を体系的に整備していくため、親の障害受 

容を促すための事業や適切な発達を確保していくための事業を実施する。

行 現 〈見直し後〉

—un
u

r 日中活動の場 ヽ
以下から一ないし複数の事業を選択

2 活 療養 事

（生活維持・向上、医療型）

生 活 福 祉 事

（生活維持・向上、福祉型）

機能訓練事業

（リハビリ

業（探1）

業

（通過型）

)

子育て支援事業（通過型）

（育児支援｝

［養 護 事 業

V （虐待対応）

V______________________ 丿
海2施設は第1種社会福祉事業。医療施設において実施。
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（3）良質な精神医療の効率的な提供

【政策目標】

（------------------- 現行の精神医療体制は十分な機能を有していない --------------- ヽ

〇精神病床には、「受入条件が整えば退院可能な者」が約7万人存在（新規発生群と長期化群 

に二分される）。

〇 都道府県ごとの退院率、病床数（人口比）等については、大きな地域差がある。
J J

く受入条件が整えば退院可能な者の推移〉

20

Y*s

粗
®

苗
耦

■
 平成11年f平成14年調査の増加（当該期間の 

新入院一退院）患者数:約3万4千300人（1年未 

満の者:約2万I千400人）

〇+ Q
平成口年患者調査

■+ロ
平成14年患者調査

平成年平成14年調査の減少（退院）患 

者数:約3万6千500人（現在の状態で退院して 
邑gいる患者数）

平成11年T平成14年調査の残留（入院継続）患者 

数:約3万4千300人（入院が長期化し滞留している 

患者数）
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【資料出所】 患者調査（平成11年•平成



患者の病態に応じた精神病床の機能分化の促進と地域医療体制の整備

〇入院患者の早期退院を促進し地域の目標値を達成するため、急性期、社会復帰りノヽ、重度療養等の機能分 

化を促進し、患者の病状等に応じた適切な医療を各病院の病棟•病室（ユニット）単位で柔軟に実施できる体 

制を、平成18年度には実現することを目指す。

〇精神科救急について、輪番制など二次医療圏単位での既存体制に加えて、地域ごとの社会資源を活かし 

て、中核的なセンター機能を持つ救急医療施設の整備を進める。

病床の機能分化のイメージ

住まいと生活支援のメニュー 

活動のメニュー 

r入院期間1年未満の退院患! 
し者の畠宅復帰率は高い 丿

患
者
数

ー・現在の退曉曲線

社会復帰

へ包擂的な地域生蔻支援m度*養鮮

億性期 
洽療群

 な人員配鬣の i 
確棵など、入院医療! 
の買の向上 !

集中的な社会復帰り

ハビリによる社会的入
院节備群の退院促進

療呆治*霹
里呆療養群〈介議・医療）

站呆を宅・GH

性期医療（専門分化） 
体制整備に伴う早 

i期退院の促進

会的入院予

CD® CD
精神障害者グループホーム（福祉施設） 

地域生活支援の充実（介護行政との連携）
入院期間

は、病楝•ユニット単位で分化の促進及び評価を進めていく。

救急医療システムの考え方（案）

一般救急（既存） 精神科救急（案）

救急医療情報センター 精神科救急情報センター

第三次救急医療施設（24時間） 

•高度救命救急センター

 ・救命救急センタニ  

第二次救急医療施設（休日•夜間） 

•病院群輪番制病院

•共同利用型病院

初期救急医療施設（休日■夜間）

•休日夜間急患センター

・在宅当番医制

S 精神科救急医療センター 

!（仮称）

精神科救急医療施設

•精神科病院群輪番制

■応急入院指定病院等 

精神科初期救急医療施設 

•精神科病院

•診療所

このほか、次のような取り組みを進める。

〇 措置入院を受け入れる病棟の看護職員配置を3:!以上にするなどの医療体制の改善を段階的に進める等 

の適切な入院処遇の確保。

〇国公立病院の機能等に関する評価軸を設けその結果を公表する等、精神医療の透明性の向上を図る。
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m法改正に向けて

【基本的な考え方】

〇各障害者共通の自立支援のための給付•サービス体系や利用者負担体系、財政システムの 

整備や、各障害別の課題（統合失調症への名称変更など）等に対応するために、次期通常国 

会に法案を提出すべく関係機関等と調整を進める。なお、被虐待障害児の措置権の問題等も 

ある障害児関係の一部事項については、概ね5年後の施行を目途に、社会保障審議会障害 

者部会等で引き続き検討し概ね3年以内に結論を得る。

〇この場合、福祉サービスに係る共通部分については、障害者施策を総合的に進める視点のほ 

か、制度運用の整合性の確保、制度に関わる者の事務負担の軽減、財政の有効活用等の観 

点から、現行の各障害別の法律を個別に改正するのではなく新たな共通の法的枠組みを導入 

する可能性について検討する。

〇各障害に共通の給付•サービス体系等に係る介護保険制度との関係については、年内に結 

論を得て、必要な内容を法改正に反映する。

【具体的な法律構成のイメージ】

知的 精神 障害児身体

更生医療 

身体障害者

更生相談所 

その他

知的障害者

更生相談所 

その他

統合失調症への 

名称変更

精神通院公費 

精神保健福祉セン 

A

その他

育成医療: 

その他

福祉サービスに係る共通課題

① 給付等の休系、施設•サービス体系

（障害児は概ね5年後の施行を目途に3年以内1
② 上記に係る事業指定、指導監督等の事務執行イ

③ 利用者負担の体系、国•都道府県の補助制度（

介護保険との関係

（保険給付の優先適用範囲）

こ結論を得る） 

本制

乃仕組み
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